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○
国
土
交
通
省
令
第
二
十
二
号

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
四
条
第
二
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
一
条
の
三
第
五
項

、
第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
行
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

旅
行
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

旅
行
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部

分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
新
規
登
録
の
添
付
書
類
）

（
新
規
登
録
の
添
付
書
類
）

第
一
条
の
四

法
第
四
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

第
一
条
の
四

法
第
四
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

旅
行
業
に
係
る
申
請
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

ニ

旅
行
業
に
係
る
申
請
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対

照
表
及
び
損
益
計
算
書

⑴

最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

（
新
設
）

⑵

申
請
者
の
登
録
業
務
範
囲
が
第
一
種
旅
行
業
務
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

（
新
設
）

は
、
⑴
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公

認
会
計
士
を
含
む
。
）
、
監
査
法
人
、
税
理
士
又
は
税
理
士
法
人
の
確
認

を
受
け
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

ホ
・
ヘ

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
営
業
保
証
金
の
額
）

（
営
業
保
証
金
の
額
）

第
七
条

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
保
証
金
の
額
は
、
別
表
第
一
の
額
（

第
七
条

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
営
業
保
証
金
の
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と

旅
行
業
者
の
登
録
業
務
範
囲
が
第
一
種
旅
行
業
務
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別

す
る
。

表
第
一
の
額
に
別
表
第
二
の
額
を
加
え
た
額
）
と
す
る
。

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

地
域
限
定
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
の
試
験
科
目
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら

３

地
域
限
定
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
の
試
験
科
目
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
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第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
科
目
（
観
光
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
科
目
（
観
光
庁
長
官
が
告
示
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
と

と
す
る
。

す
る
。

（
法
第
六
十
八
条
の
団
体
）

（
法
第
六
十
八
条
の
団
体
）

第
六
十
五
条

法
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
旅
行
業
者
等
若
し
く
は
旅
行
業
務
に

第
六
十
五
条

法
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
旅
行
業
者
等
又
は
旅
行
業
務
に
関
す

関
す
る
契
約
の
実
施
の
た
め
の
業
務
に
従
事
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

る
契
約
の
実
施
の
た
め
の
業
務
に
従
事
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旅
行

旅
行
関
連
業
務
従
事
者
」
と
い
う
。
）
又
は
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
若
し
く
は

関
連
業
務
従
事
者
」
と
い
う
。
）
が
組
織
す
る
団
体
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
務
に
関
す
る
契
約
の
実
施
の
た
め
の
業
務
に
従
事
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
、
旅
行
業
者
等
が
組
織
す
る
団
体

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
関
連
業
務
従
事
者
」
と
い
う
。

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、

）
が
組
織
す
る
団
体
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

そ
れ
以
外
の
団
体
に
あ
つ
て
は
、
観
光
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
届
出
書
を
、
旅
行
業
者
等
又
は
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
が
組
織
す
る
団
体

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、

そ
れ
以
外
の
団
体
に
あ
つ
て
は
、
観
光
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一

名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

目
的

二

目
的

三

事
業
の
概
要

三

事
業
の
概
要

四

代
表
者
の
氏
名

四

代
表
者
の
氏
名

五

成
立
の
年
月
日

五

成
立
の
年
月
日

六

団
体
を
組
織
す
る
旅
行
業
者
等
若
し
く
は
旅
行
関
連
業
務
従
事
者
又
は
旅
行

六

団
体
を
組
織
す
る
旅
行
業
者
等
又
は
旅
行
関
連
業
務
従
事
者
の
氏
名
又
は
商

サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
若
し
く
は
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
関
連
業
務
従
事
者
の
氏
名

号
若
し
く
は
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
及
び
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

（
解
散
等
の
届
出
）

（
解
散
等
の
届
出
）

第
六
十
六
条

法
第
六
十
八
条
の
団
体
は
、
解
散
し
、
又
は
前
条
第
一
号
か
ら
第
四

第
六
十
六
条

法
第
六
十
八
条
の
団
体
は
、
解
散
し
、
又
は
前
条
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を

観
光
庁
長
官
（
旅
行
業
者
等
又
は
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
が
組
織
す
る
団
体
に

観
光
庁
長
官
（
旅
行
業
者
等
が
組
織
す
る
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事
務

あ
つ
て
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
）
に
届

所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

）

（

）
別
表
第
一

第
七
条
関
係

別
表

第
七
条
関
係
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前
事
業
年
度
に
お
け
る
旅
行
業
務

営
業
保
証
金
の
額

前
事
業
年
度
に
お
け
る
旅
行
業
務

営
業
保
証
金
の
額

に
関
す
る
旅
行
者
と
の
取
引
の
額

に
関
す
る
旅
行
者
と
の
取
引
の
額

第
６
条
の
２
第
１
項
に
掲
げ
る
第
一
種
旅
第
二
種
旅
第
三
種
旅
地
域
限
定

第
６
条
の
２
第
１
項
に
掲
げ
る
第
一
種
旅
第
二
種
旅
第
三
種
旅
地
域
限
定

（

（

場
合
に
あ
つ
て
は

同
条
第
２
項
行
業
の
登
行
業
の
登
行
業
の
登
旅
行
業
の

場
合
に
あ
つ
て
は

同
条
第
２
項
行
業
の
登
行
業
の
登
行
業
の
登
旅
行
業
の

、
、

に
掲
げ
る
額

録
を
受
け
録
を
受
け
録
を
受
け
登
録
を
受

に
掲
げ
る
額

録
を
受
け
録
を
受
け
録
を
受
け
登
録
を
受

）

）

た
者

た
者

た
者

け
た
者

た
者

た
者

た
者

け
た
者

万
円
未
満

万
円

万
円

万
円

万
円

4
0
0

7
0
0
0

11
0
0

30
0

1
5

万
円
以
上

万
円
未
満

万
円

万
円

万
円

万
円

万
円
未
満

万
円

万
円

万
円

万
円

4
00

5
0
0
0

7
0
0
0

1
1
0
0

3
0
0

1
0
0

5
0
0
0

7
0
0
0

1
1
0
0

3
0
0

1
0
0

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

略
略

（

）

（

）

別
表
第
二

第
七
条
関
係

新
設

前
事
業
年
度
に
お
け
る
旅
行
業
務
に
関

営
業
保
証
金
の
額

す
る
旅
行
者
と
の
取
引
の
額

第
６
条

（

の
２
第
１
項
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
同
条
第
２
項
に
掲
げ
る
額

の
う

）

、

ち
本
邦
外
の
企
画
旅
行

参
加
す
る

（

、

旅
行
者
の
募
集
を
す
る
こ
と
に
よ
り
実

施
す
る
も
の
に
限
る

に
係
る
も
の

）

。

８
億
円
未
満

０
円

８
億
円
以
上

９
億
円
〃

万
円

9
0
0

９
億
円
〃

億
円
〃

万
円

1
5

1
1
0
0
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億
円
〃

億
円
〃

万
円

1
5

3
5

1
3
0
0

億
円
〃

億
円
〃

万
円

3
5

5
5

1
5
00

億
円
〃

億
円
〃

万
円

5
5

7
5

16
0
0

億
円
〃

億
円
〃

万
円

7
5

1
1
0

1
7
0
0

億
円
〃

億
円
〃

万
円

1
1
0

16
0

1
8
0
0

億
円
〃

億
円
〃

万
円

1
6
0

2
2
0

2
0
0
0

億
円
〃

億
円
〃

万
円

2
2
0

3
3
0

2
2
0
0

億
円
〃

億
円
〃

万
円

3
3
0

4
4
0

2
8
00

億
円
〃

億
円
〃

万
円

4
4
0

5
5
0

34
0
0

億
円
〃

億
円
〃

万
円

55
0

1
0
0
0

3
9
0
0

億
円
〃

億
円
〃

万
円

1
0
0
0

2
1
0
0

5
0
0
0

億
円
以
上

億
円
に
つ
き

万
円

2
1
0
0

1
0
0
0

1
1
0
0
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に
さ
れ
た
旅
行
業
法
第
四
条
の
登
録
の
申
請
又
は
同
法
第
六
条
の
三
の
有
効
期
間
の
更
新

の
登
録
の
申
請
で
あ
っ
て
、
観
光
庁
長
官
に
よ
る
登
録
を
す
る
か
ど
う
か
の
処
分
が
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い

て
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


